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1. 概要 

本計算書は，Ⅵ-2-1-9「機能維持の基本方針」にて設定している機能維持の設計方針に基づ

き，原子炉圧力容器温度（ＳＡ）が設計用地震力に対して十分な電気的機能を維持できることを

説明するものである。 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ）は，重大事故等対処設備においては常設耐震重要重大事故防止設

備及び常設重大事故緩和設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての電気的機能維持

評価を示す。 

 

2. 一般事項 

2.1 構造計画 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ）の構造計画を表 2－1に示す。 
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表 2－1 構造計画 

計画の概要 
概略構造図 

基礎・支持構造 主体構造 

検出器は，原子炉圧力容

器のベースに溶接にて取

り付けられたエンドパッ

ド及びクランプパッドに

止めネジを用いて固定す

る。 

熱電対 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：mm） 

（正面方向）

エンドパッド

止めネジ

クランプパッド

エンドパッド

検出器
止めネジ

クランプパッド

（側面方向）

原子炉圧力容器

スリーブ
検出器溶接

ベース

ベース

溶接

溶接

溶接

スリーブ
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2.2 評価方針 

  原子炉圧力容器温度（ＳＡ）の機能維持評価は，Ⅵ-2-1-9「機能維持の基本方針」に

て設定した電気的機能維持の方針に基づき，機能維持評価用加速度が機能確認済加速度

以下であることを，「4. 機能維持評価」にて示す方法にて確認することで実施する。

確認結果を「5. 評価結果」に示す。 

  原子炉圧力容器温度（ＳＡ）の耐震評価フローを図 2－1 に示す。 

  なお，原子炉圧力容器温度（ＳＡ）は，小型で軽量であり十分に剛性が高いとみなせ

るため，固有周期の計算は省略し，据付位置の設計用震度を適用した評価を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－1 原子炉圧力容器温度（ＳＡ）の耐震評価フロー 

 

 

2.3 適用規格・基準等 

本評価において適用する規格・基準等を以下に示す。 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-

1984（（社）日本電気協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987（（社）日本電気協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991 追補版（（社）日本電気

協会） 

 

3. 評価部位 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ）は，原子炉圧力容器に直接取り付けられたエンドパッド及

びクランプパッドに挿入され固定されることから，原子炉圧力容器が支持している。原子

炉圧力容器の構造強度評価はⅥ-2-3-3-1-2「原子炉圧力容器の耐震性についての計算書」

にて実施しているため，本計算書では，原子炉圧力容器の地震応答解析結果を用いた原子

炉圧力容器温度（ＳＡ）の電気的機能維持評価について示す。 

  

設計用地震力 

機能維持評価用加速度 

計器の電気的機能維持評価 

固有周期 
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4. 機能維持評価 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ）の電気的機能維持評価について，以下に示す。 

 4.1 機能維持評価用加速度 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ）は原子炉圧力容器に直接取り付けられたエンドパッド及

びクランプパッドに挿入され固定されることから，機能維持評価用加速度は，Ⅵ-2-1-7

「設計用床応答スペクトルの作成方針」に基づき，基準地震動Ｓｓにより定まる加速度

とする。機能維持評価用加速度を表 4－1 に示す。 

 

表 4－1 機能維持評価用加速度        (×9.8m/s2) 

機器名称 
対象機器設置箇所 

(m) 
方向 機能維持評価用加速度 

原子炉圧力容器温度

（ＳＡ） 

(TE298-1G-1,2) 

原子炉圧力容器下鏡 

EL 16.508＊ 

水平 1.82 

鉛直 1.28 

注記＊：基準床レベルを示す。 
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4.2 機能確認済加速度 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ）の機能確認済加速度には，Ⅵ-2-1-9「機能維持の基本方

針」に基づき，同形式の検出器単体の正弦波加振試験において電気的機能の健全性を確

認した加速度を適用する。 

機能確認済加速度を表 4－2 に示す。 

表 4－2 機能確認済加速度   (×9.8m/s2) 

機器名称 方向 機能確認済加速度 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

(TE298-1G-1,2) 

水平 

鉛直 
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5. 評価結果

5.1 重大事故等対処設備としての評価結果 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ）の重大事故等時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を

以下に示す。機能維持評価用加速度は機能確認済加速度以下であり，設計用地震力に対

して電気的機能を維持できることを確認した。 

(1) 機能維持評価結果

電気的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。



7 

S2 補 Ⅵ-2-6-7-1-1 R0E 

【原子炉圧力容器温度（ＳＡ）の耐震性についての計算結果】 

1. 重大事故等対処設備

1.1 電気的機能維持の評価結果 

  (×9.8m/s2) 

機能維持評価用加速度＊ 機能確認済加速度 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

(TE298-1G-1,2) 

水平方向 1.82 

鉛直方向 1.28 

注記＊：機能維持評価用加速度は，Ⅵ-2-1-7「設計用床応答スペクトルの作成方針」に基づき，設計用震度Ⅱ（基準地震動Ｓｓ）により定

まる加速度とする。 

機能維持評価用加速度はすべて機能確認済加速度以下である。 




